
北海道警察本部告示第58号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という ）第167条の５第１項の規定に。

より、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。

令和８年２月６日

北海道警察本部長 友 井 昌 宏

１ 資格及び調達をする役務等の種類

令和７年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に

必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、⑶に定めるも

のとする。

⑴ 契約

令和８年２月６日に一般競争入札の公告を行うパーキング・チケット発給設備の管理及び手

数料徴収業務委託契約

⑵ 資格

パーキング・チケット発給設備の管理及び手数料徴収業務委託契約に関する資格（以下「資

格」という ）。

⑶ 役務等の種類

パーキング・チケット発給設備の管理及び手数料徴収業務

２ 資格要件

次のいずれにも該当すること。

⑴ 政令第167条の４第１項各号に掲げる者（未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約

締結のために必要な同意を得ている者は含まれない ）でないこと。。

⑵ 政令第167条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。

⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこ⑷

と。

⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。

次に掲げる税を滞納している者でないこと。⑹

ア 道税（個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ ）。

イ 本店が所在する都府県の事業税（道税の納税義務がある場合を除く ）。

ウ 消費税及び地方消費税

（ 。）。⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと 当該届出の義務がない場合を除く

ア 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出

イ 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出

ウ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第７条の規定による届出

⑻ 法人であること。

パーキング・チケット発給設備の管理等に関する事務 行うために必要かつ適切な組織及⑼ を

び能力を有すること。

札幌市内に事業所を有すること。⑽

次のいずれかに該当する者を役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準⑾

ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業

務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと

認められる者を含む ）とする者でないこと。。

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は道路交通法（昭和35年法律第105号）第119条の２の４第

２項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日

から起算して２年を経過しない者

ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあ



ると認めるに足りる相当な理由がある者

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第12条若しくは

第12条の６の規定による命令又は同法第12条の４第２項の規定による指示を受けた者であっ

て、当該命令又は指示を受けた日から起算して２年を経過しないもの

オ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

カ 心身の障害により事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行

うことができない者

⑿ 個人情報の保護に関する内部規定（就業規則等で規定している場合も含む ）が策定されて。

いること。

⒀ 個人情報の保護に関する教育（研修）を実施していること。

⒁ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項に規定する公金事務を適切かつ確実

に遂行することができる財産的基礎を有するとともに、人的構成等に照らして、公金事務を適

切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するこ

と。

３ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法

⑴ 申請の時期

資格審査の申請は、令和８年２月６日から同月19日まで（日曜日、土曜日及び国民の休日に

関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く ）の毎日午前９時から午後５時。

までの間にしなければならない。

⑵ 申請書類の入手方法

資格に関する事務を担当する組織で交付する。

なお、北海道警察のホームページ（https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/）において

ダウンロードすることができる。

申請の方法⑶

資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作

成した申請書類を提出することにより行わなければならない。

４ 資格審査の再申請

⑴ 再申請の事由

次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行う

ことができる。

ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者

イ 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律（昭）

和32年法律第185号）又は商店街振興組合法（昭和37年法律第141号）の規定に基づき設立さ

れた組合又はその連合会（企業組合及び協業組合を除く ）である資格を有する者でその構。

成員（資格を有する者であるものに限る ）を変更したもの。

ウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの

再申請の方法⑵

再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示に

より作成した申請書類を提出しなければならない。

５ 資格の有効期間及び当該期間の更新手続

⑴ 資格の有効期間

資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から１の⑴に定める契約に係

る一般競争入札の落札決定の日までとする。

⑵ 有効期間の更新

資格は１の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。

６ 資格の喪失

資格を有する者が２に規定する資格要件に該当しないこととなったときは、資格を失う。



７ 資格に関する事務を担当する組織

⑴ 名 称 北海道警察本部総務部会計課

郵便番号060-8520 札幌市中央区北２条西７丁目⑵ 所 在 地

電話番号 011－251－0110 内線2242⑶


